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事後評価シート

【評価年月】 平成17年 4月

【主管課・室】 環境保健部企画課特殊疾病対策室

環境安全課環境リスク評価室

【評価責任者】 企画課長 柴垣 泰介

施策名、施策の概要及び予算額

施 策 名 Ⅰ－7－（5）国内における毒ガス弾等対策

国内における毒ガス弾等による被害の未然防止を図るために、昭和48年の

「旧軍毒ガス弾等の全国調査」のフォローアップ調査の結果に基づいた環境

調査など、各事案に応じた施策を行うとともに、茨城県神栖町における汚染施 策 の

メカニズムの解明を行う。概 要

また、茨城県神栖町においてジフェニルアルシン酸に暴露したと認められ

る者に対して、健康診査を行うとともに、医療費等を支給し治療を促すこと

などによって、発症のメカニズム、治療法等を含めた症候や病態の解明を図

る。

予 算 額 2,680,158 千円

目標・指標、及び目標の達成状況

目 標 国内における毒ガス弾等による被害の未然防止のための施策を推進する。

○平成15年 6月 6日の閣議了解に基づき、今後の毒ガス対策に関する基礎資達成状況

料を得るため、昭和48年「旧軍毒ガス弾等の全国調査」のフォローアップ

調査を行い、旧軍毒ガス弾等の保有、廃棄、発見、被災及び掃海等の状況

を整理し、取りまとめた。

○その結果を受け、同年12月16日に閣議決定を行い、陸域114事案（A事案：

4事案、B事案：16事案、C事案：21事案、D事案：73事案）及び水域の29事

案に関して、フォローアップ調査結果を踏まえた政府としての今後の対応

。 、 。方針が決定された 当該閣議決定に基づき 次のとおりの取組が行われた

○茨城県神栖町における事案については、A井戸の南東90m地点において高濃

度のジフェニルアルシン酸に汚染されたコンクリートのような塊を発見

し、これがこの地点の汚染源であると特定した。また、ジフェニルアルシ

ン酸に暴露したと認められる者に対して、健康診査を行うとともに、医療

費等を支給し治療を促すことなどによって、発症のメカニズム、治療法等

を含めた症候や病態の解明についての検討を行った。
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（ 、 、 ） 、○A分類のうち残りの3事案 習志野事案 平塚事案 寒川事案 については

裸地における大気調査、物理探査、地下水調査、不審物確認調査などの環

境調査を完了した。

○B、C分類とされた事案については、各事案に応じて、更に、追加的な情報

。 、 、収集に着手した その結果 特に現段階での切迫した危険性はないものの

念のため日常生活上の安全性を確認するために、土壌等の環境調査が必要

とされた事案が10事案あった。

評価、及び今後の課題

【必要性 （公益性、官民の役割分担等）】

○平成14年 9月に神奈川県寒川町でマスタード等の瓶が発見されたほか、平

成15年 4月には同県平塚市において青酸等の入った瓶が発見され、被害者

も発生したことから、全国における旧軍毒ガス弾の状況を把握するととも

に、環境調査を緊急的に行う必要があった。

○茨城県神栖町の事案については、平成15年 3月に住民から神経症状等の訴

えがあり、また、飲用井戸の水質調査を行ったところ高濃度のヒ素が検出

されたことから、神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康

、 。被害に係る緊急措置を行うとともに 汚染源の特定を行う必要性があった

評 価 ○これらについては、今後も引き続き対策を進めていく必要がある。

【有効性 （達成された効果等）】

○フォローアップ全国調査により全国の毒ガス弾等に関する終戦時の保有、

廃棄及び戦後の発見等の状況を把握し、毒ガス対策実施に向けた基礎資料

を得ることができた。また、情報の確実性、地域の特定性という点から、

具体事案をA～Dの4つに分類し、各事案について必要な施策の円滑な実施

につなげることができた。

○具体的には、次のとおりである。

・A分類事案（寒川、平塚、習志野事案）については、16年度内に、裸地で

の環境調査を完了することができた。

、 、 、 、・B C分類の事案については 収集した情報をもとに 各事案の評価に向け

追加的な情報収集への取組を実施している。

○茨城県神栖町の事案では、A井戸の南東90m地点で、この地点の汚染源とし

てコンクリートのような塊を発見した。

○緊急措置事業については、茨城県神栖町においてジフェニルアルシン酸に

暴露したと認められる者に対して、健康診査を行うとともに、医療費等を

支給し治療を促すことが促進された。
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【効率性 （効果とコストとの関係に関する分析等）】

○関係省庁及び都道府県等の協力を得ながら、政府が一体となって内外の知

見を最大限に活用している。

○調査計画の立案にあたっては、外部の有識者を含め、専門家の知見を最大

限に活用している。

、 、 、○調査にあたっては 民間事業者を活用するとともに 業者選定にあっては

極力競争入札を行っている。

○緊急措置事業の実施にあたっては、茨城県、筑波大学、国立環境研究所等

の協力を得るとともに、専門家の知見を最大限に活用している。

＜目標に対する総合的な評価＞

○フォローアップ調査の取りまとめにより、全国の毒ガス弾等に関する状況

についての情報を把握するとともに、把握した情報を事案ごとに取りまと

め、更には、各事案ごとに今後の対策につなげる分類をし、具体的な施策

に着手することができた。

○茨城県神栖町の事案については、A井戸南東90m地点で高濃度のジフェニル

アルシン酸に汚染されたコンクリートのような塊を発見し、これがこの地

点での汚染源であると特定できた。

○茨城県神栖町においてジフェニルアルシン酸に暴露したと認められる者に

対して、健康診査を行うとともに、医療費等を支給し治療を促すことなど

によって、発症のメカニズム、治療法等を含めた症候や病態の解明のため

の調査研究を進めることができた。

○以上のように、各分類に応じた対応、神栖町における汚染メカニズムの解

明や緊急措置事業など、概ね、目標に向けた第1ステップは達成したもの

と考えられる。

○環境調査等

・A分類のうち、神栖の事案に関しては、A井戸の南東90m地点で発見された

コンクリートのような塊とA井戸等との関係など、汚染メカニズムを解明今後の課題

する必要がある。

・A分類のうち、寒川、平塚、習志野事案については、裸地における環境調

査結果を踏まえた安全性の評価を行うとともに、今後の被害の未然予防の

ため、土地改変指針に基づく対応を講ずる必要がある。

・なお、上記のA分類に関しては、今後、地元や関係省庁と調整しながら、

土地改変時の具体的な安全確保策や環境モニタリング等の在り方など被害

の未然予防のための中長期的な対応方針について検討する必要がある。

・B、C分類の事案については、これまで収集した情報を基に、一定の評価を

行った。その結果、特に現段階での切迫した危険性はないものの、念のた
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め日常生活上の安全性を確認するために環境調査が必要とされた事案が10

事案あり、今後これらの各事案につき、環境調査を実施する必要がある。

・毒ガス情報センターにおいて、毒ガスに関する情報を継続的に受け付け、

集約した情報を分析するとともに、適切な周知、広報を実施するための具

体的な措置及びそのために必要な体制の在り方を検討する必要がある。

・毒ガス弾等に係る化学物質の環境中の物性及び毒性、水域に関する情報収

集等調査研究を推進する必要がある。また、特に、ジフェニルアルシン酸

に関する基準値の設定等について検討を進める必要がある。

○緊急措置事業

・引き続き、医療手帳交付者に対し健康診査及び医療費等の支給を行い、発

症のメカニズム、治療法等を含めた症候や病態の解明を図る必要がある。

政策への反映の方向性

反映方向分類 理由の説明

2 ○国内における毒ガス弾等に関する環境調査等を着実に実施し、被害の

未然防止を図ることは社会的関心も高く極めて重要な課題であり、こ

れまでの取組について必要な見直しを図った上で、着実に実施するこ

とが求められる。

○茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に

係る緊急措置事業等については、ジフェニルアルシン酸の健康影響等

についての解明を図るとともに、汚染源を特定して適切な対策を講ず

ることは社会的要請も高く極めて重要であり、引き続き、着実に実施

することが必要である。

特記事項
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【別紙】

事務事業シート

施 策 名 Ⅰ－7－（5）国内における毒ガス弾等対策

施策共通の主な

政策手段等

事務事業名 事業の概要 主な政策手段等

安全性確認調査等 ・旧軍毒ガス弾等に関する国内 環境調査等業務

外の情報を収集整理（保有、 （2,401百万円）

廃棄、発見等に関する事案が

全国で138事案あった 。）

・神栖町の事案については、汚

染源の解明に向けた調査を実

施（A分類のうち残りの3事案

については環境調査を行っ

た。また、B，C事案について

は、さらなる情報を収集し、

地域の絞り込みを行った 。）

毒ガス弾等に関する ・茨城県神栖町における有機ヒ ・有機ヒ素化合物による環境汚

調査研究 素化合物による環境汚染及び 染及び健康被害に係る緊急措

健康被害に係る緊急措置事業 置事業

等を推進。 （119百万円）


